
久留米市 都市建設部 住宅政策課（本庁舎13階） 市ＨＰはこちら

〒830-8520 久留米市 城南町15-3

ＴＥＬ   ： 0942-30-9139  ＦＡＸ ： 0942-30-9743
Ｅ-mail   ： housing@city.kurume.lg.jp

（事業内容や申請書類はホームページにも掲載しています）

申 請 先
（お問合せ先）

令和８年度

対象工事費の５０％に相当する額

    居住誘導区域内：上限５０万円
居住誘導区域外：上限３０万円

補助
基本額

   次のいずれかに該当する方

・自らの居住を目的として、補助対象空き家のリフォームを行う方
・三親等以内の親族の居住を目的として、所有する補助対象空き家のリフォームを行う方
・賃貸を目的として、所有する補助対象空き家のリフォームを行う方
（賃貸目的の場合、空き家情報バンクに登録申請、又は掲載申請が必要）

受付開始：令和８年４月２１日（火）から

 ・ 補助要件等の確認を行うため、申請される際は、事前相談をお願いします。
 ・ 予算額に達した場合は、その時点で受付を終了します。

  

   久留米市内にある耐震性を有する戸建て空き家
（久留米市空き家情報バンクに掲載されていない場合、

６月以上空き家であること）

      次の全てに該当する工事

  ① 市内に本店・支店等の事業所を置く事業者、又は市内の個人事業者が施工する工事

  ② 対象工事に係る経費（消費税を除く）が１０万円以上である工事

  ③ 補助金交付決定後に契約・着工し、令和９年２月２６日までに完了報告ができる工事

※ 他の補助金等の交付を受けている工事、又は受ける予定のある工事は対象外

 対象工事 ・・・省エネ改修、バリアフリー改修、耐久性向上改修、居住性向上改修等
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空き家をリフォームして活用しましょう

最大 ５０万円 補助します

久留米市 空き家活用居住誘導事業補助金



事前相談 補助の対象となるか確認いたしますので、交付申請の前に
 問合せ先まで事前相談をお願いします。

※ 交付申請は必ず契約及び工事着工前に行ってください。

【必要書類】

〈共通〉

・補助金交付申請書（第１号様式）

・補助対象空き家の登記事項証明書の写し等、所有権が確認できる書類

・リフォームに係る見積書及び工事費用内訳がわかるものの写し

・リフォーム部分の施工前の写真

・リフォームを行う住宅の位置図

〈必要に応じて提出する書類〉

・リフォーム承諾書

・戸籍謄本（３親等以内の親族が居住する場合のみ）

・委任状 ※代理申請の場合のみ

・６月以上空き家であることを示す書類

（電気・水道・ガスの停止日 閉栓日が確認できる書類等）

・役員名簿（久留米市補助金等交付規則第１４号様式）

・その他必要書類

※ 工事完了後、速やかに実績報告を行ってください。

【必要書類】

〈共通〉

・実績報告書（第７号様式）

・請負契約書の写し、請書の写し

・リフォームに係る請求書、又は領収書の写し

・リフォーム部分の施行中及び施工後の写真

・補助金請求書（第９号様式）

〈必要に応じて提出する書類〉

・久留米市空き家情報バンク登録申請書、又は掲載申請書

・その他必要書類
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【注意事項等】

・申請書、報告書は、申請窓口へご提出ください。
・代理人により申請の場合は、委任状が必要です。
・行政書士又は行政書士法人でない者が、業として報酬を得て、官公署に提出する書類を作成

することは、行政書士法で禁止されています。
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